
＜微生物モニタリングサービス料金処理スケジュール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① モニタリング申込時にお支払いいただく財源をお知らせいただきます。 

② 検査実施後に、確定した料金の通知書および支払財源の確認書を送付します。 

③ 確認書を期日までにセンターに返送いただきます。 

センターから経理課に振替する財源と費用を報告し、その後振替が実行されます。 

 

※平成 27 年度第四回の申込み分から有料化を適用させていただきますが、上記スケジュール通り、第

四回目の料金確定は4月になりますので、今年度内の支払いは発生せず、翌年度の請求・振替となりま

す。また、毎年第四回目の支払いは運営費又は寄付金でのお支払いに限りますのでご注意願います。 

 

不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

動物実験センター 

内線：93-8744 

センターメールアドレス： 

clar@med.tohoku.ac.jp 

担当：吉田（検査について） 

   大江（経理処理について） 
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